
役員の報酬及び費用弁償等に関する規程  

 

（目的）  

第１条  この規程は、社会福祉法人のうそこども園の役員の報酬及び費用弁償等について定めるもの

である。 

 

（定義）  

第２条  この規程でいう役員とは、評議員、理事及び監事、評議員選任・解任委員をいう。 

 

（役員の報酬）  

第３条  役員が役員会に出席したときは、交通費として 3.800 円を支払う。 

２  役員が役員会出席以外で法人及び施設の運営のために、業務命令を受けてその業務にあたった

場合、別表１により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 

３  交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。 

 

 (報酬の支払い) 

第４条  役員の報酬は、その金額を通貨で、直接支払うものとする。ただし、法令に基づき報酬から控

除すべき金額がある場合には、支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払うものとする。  

２  役員が報酬の全部又は一部につき自己の預金への振込を申し出た場合は、その方法によって支払

うことができる。 

 

（出張旅費）  

第６条  役員が、法人業務のため出張する場合は、別表１により報酬及び旅費等を支給することができ

る。 

２  旅費は、実費を支給する。 

３  業務遂行に必要な経費の実費を原則として支給できる。 

４  旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終

了後精算することができる。 

 

（その他）  

第７条  本規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

別表１  

        鉄道賃       船賃       車賃      日  当        宿泊料  

       グリーン車     一般運賃     実費     ２．２００円     １３．０００円  

 

 

 

附  則 

この規程は、昭和４７年  ４月  １日より施行する。 

附  則 

この変更規程は、昭和４９年１０月  １日より施行する。 



附  則 

この変更規程は、昭和６３年  ４月  １日より施行する。 

附  則 

この変更規程は、平成  ２年  ４月  １日より施行する。 

附  則 

この変更規程は、平成  ３年  ４月  １日より施行する。 

附  則 

この変更規程は、平成１８年１１月１５日より施行する。 

附  則 

この変更規程は、平成２１年１１月１２日より施行する。   

附  則 

この変更規程は、平成２９年３月１４日より施行する。 

附  則 

この変更規程は、令和  ４年  ４月  １日より施行する。    


